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「国立研究開発法人国立国際医療研究センター契約監視委員会」の審議概要について 

 

【問い合わせ先】 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 

監査室（契約監視委員会事務局） 

                                                      電話 ０３－５２７３－５３０４ 

 

 平成３０年度第１回国立研究開発法人国立国際医療研究センター契約監視委員会が、平成３０年６

月７日（木）に開催されましたので、その審議概要について公表します。 

 

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１月１７日閣議決定）に基づ

き、外部有識者及び監事で構成する「契約監視委員会」において、審議対象契約について点検・見直

しの審議を行った。 

 

平成３０年度 第１回国立研究開発法人国立国際医療研究センター契約監視委員会（概要） 

 

開催日及び場所 平成３０年６月７日（木） 研修センター地下１階レセプションルーム 

委員（敬称略） 小澤 優一 （外部委員） 

神嵜 信吾 （外部委員） 

水嶋 利夫 （監事） 

石井 孝宜 （監事） 

 審議対象 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１月１７日

閣議決定）及び改正版設置要綱に基づき策定された、国立国際医療研究センタ

ー契約監視委員会規程（平成２２年１２月９日規程第７５号）第４条第１項第

１号～第３号に該当し、平成２９年１２月１日～平成３０年４月３０日迄（以

下「対象期間」という。）に契約を締結した案件を審議対象とした。 

（１）対象期間の調達において競争性のない随意契約であったもの【４９件】 

   （２）公益法人等との契約で、再委託率が５０％以上の随意契約  【０件】                

（３）対象期間の調達において一者応札・応募であったもの   【３０件】 

   上記３０件のうち２年連続で一者応札・応募であったもの 【１３件】  

 （４）一般競争契約等の案件のうち、対象期間の契約において落札率が１００ 

％であったもの、又は締結した契約の落札率が１００％となったもの 

                               【１件】 

 審議概要 １．委員会の進め方等について 

事務局より、本審議の進め方についての説明が行われ、了承を得た。 

 

２．委員会における審議方法 

（１）各個別審議案件毎に概要説明 

（２）委員からの意見・質問に対する担当部署からの回答を踏まえ審議 
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３．審議内容及び審議結果 

（１）対象期間の調達において競争性のない随意契約      【４９件】 

  上記について説明を受け審議した結果、以下のとおりであった 

  ・リース継続案件であるため、競争にそぐわないもの    ２件 

・業務の継続性があり、競争にそぐわないもの      １１件 

・システム改修等であり、競争にそぐわないもの     ２５件 

・契約の相手方が一者に定められているもの       １０件 

・外国での契約であるため随意契約とせざるを得ないもの  １件         

以上４９件については、随意契約とせざるを得ないとの結果となった。 

 

・随意契約についての「契約価格の妥当性」を議論するために、契約価格 

決定までの経過等がわかる資料を提示できるよう検討していただきたい、 

との意見があった。 

 

（２）対象期間の調達において一者応札・応募であったもの   【３０件】 

  上記３０件のうち、２年連続で一者応札・応募になったもの 【１３件】 

上記について説明を受け審議した結果、以下のとおりであった。 

   

  ・職員健康診断業務については、複数業者が参入できる業務だと思われる 

  ので、入札公告を早めるなどの検討をしていただきたい、との意見があっ 

た。 

 

（３）一般競争契約等の案件のうち、対象期間の契約において落札率が１００ 

％であったもの、又は締結した契約の落札率が１００％となったもの【１件】 

  上記について説明を受け審議した結果、特に意見等は無かった。 

                                以上 


